
 

 令和２年 

 第１回市議会定例会 議案第４１号 

   函館市青果物地方卸売市場条例の一部改正について 

 函館市青果物地方卸売市場条例の一部を改正する条例を次のように定 

める。 

  令和２年２月２６日提出 

 

                  函館市長 工 藤 壽 樹   

 

   函館市青果物地方卸売市場条例の一部を改正する条例 

 函館市青果物地方卸売市場条例（平成２０年函館市条例第５３号）の 

一部を次のように改正する。 

 目次中「第５条」を「第５条の２」に，「第３８条」を「第３７条の 

２」に，「第７０条・」を「第６９条の２～」に改める。 

 第１条中「昭和４６年法律第３５号）および北海道地方卸売市場条例 

（昭和４６年北海道条例第５０号」を「昭和４６年法律第３５号。以下 

「法」という。」に改める。 

 第２条の見出しを「（青果物地方卸売市場の名称および位置）」に改 

め，同条中「，位置および面積」を「および位置」に， 

「位置 函館市西桔梗町５８９番地２５  

 面積 ８５，８０６．９１平方メートル」 

「位置 函館市西桔梗町５８９番地２５ 」に改める。 

 第３条中「食料品」の後ろに「または農産物」を加える。 

 第５条第２項中「次条」を「第６条」に改め，第１章中同条の次に次 

の１条を加える。 

 （市長の責務） 

第５条の２ 市長は，市場の業務の運営に関し，取引参加者（法第４条 

 第４項第２号に規定する取引参加者をいう。第３７条の２および第69 

 条の２において同じ。）に対して不当に差別的な取扱いをしてはなら 

 ない。 

を 



 

 第６条中「北海道地方卸売市場条例第５条の規定により知事の許可」 

を「第７条の２第１項の規定により市長の承認」に改める。 

 第７条の次に次の１条を加える。 

 （卸売業者の承認等） 

第７条の２ 卸売業者になろうとする者は，市長の承認を受けなければ 

 ならない。 

２ 前項の承認を受けようとする者は，次に掲げる事項を記載した申請 

 書に，規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。 

 (1) 申請者の氏名および住所（法人である場合にあっては，その名称 

  および代表者の氏名ならびに主たる事務所の所在地） 

 (2) 法人である場合にあっては，資本金または出資の額ならびに役員 

  の氏名，住所，生年月日および役職名 

３ 市長は，第１項の承認の申請が次の各号のいずれかに該当するとき 

 は，同項の承認をしてはならない。 

 (1) 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。 

 (2) 申請者が第１２条の２第１項の規定による承認の取消しを受け， 

  その取消しの日から起算して１年を経過しない者であるとき。 

 (3) 申請者が仲卸業者または卸売業者もしくは仲卸業者の役員もしく 

  は使用人である者であるとき。 

 (4) 申請者が法人であって，その役員のうちに前３号のいずれかに該 

  当する者があるとき。 

 (5) 申請者が卸売の業務を適確に遂行するのに必要な知識および経験 

  または資力信用を有しない者であるとき。 

 (6) 申請者（法人である場合にあっては，その役員）が暴力団員によ 

  る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２ 

  条第６号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなく 

  なった日から５年を経過しない者（以下これらを「暴力団員等」と 

  いう。）であるとき。 

 (7) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させているとき。 

 (8) 申請者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けてい 



 

  るものであると認められるとき。 

 (9) その承認をすることによって卸売業者の数が前条に定める数の最 

  高限度を超えることとなるとき。 

 第８条第１項中「知事から卸売の業務の許可」を「前条第１項の承認」 

に改める。 

 第１２条の次に次の５条を加える。 

 （卸売業者の承認の取消し等） 

第12条の２ 市長は，卸売業者が第７条の２第３項第１号，第３号，第 

 ４号もしくは第６号から第８号までのいずれかに該当することとなっ 

 たとき，その業務を適確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくな 

 ったと認めるとき，または当該卸売業者がその承認の取消しを申し出 

 たときは，その承認を取り消すものとする。 

２ 市長は，卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは，その承 

 認を取り消し，または売買取引の全部もしくは一部を停止することが 

 できる。 

 (1) 正当な理由がないのに第７条の２第１項の承認を受けた日から起 

  算して１月以内に第８条第１項の保証金を預託しないとき。 

 (2) 正当な理由がないのに第７条の２第１項の承認を受けた日から起 

  算して１月以内にその業務を開始しないとき。 

 (3) 正当な理由がないのに引き続き１月以上その業務を休止したとき。 

 (4) 売買取引に関し不正または不当な行為があると認めるとき。 

 （卸売業者の事業の譲渡しおよび譲受けならびに合併および分割） 

第12条の３ 卸売業者が事業（市場における卸売の業務に係るものに限 

 る。）の譲渡しをする場合において，譲渡人および譲受人が譲渡しお 

 よび譲受けについて市長の承認を受けたときは，譲受人は，卸売業者 

 の地位を承継する。 

２ 卸売業者たる法人の合併の場合または分割の場合（市場における卸 

 売の業務を承継させる場合に限る。）において，当該合併または分割 

 について市長の承認を受けたときは，合併後存続する法人もしくは合 

 併により設立された法人または分割により当該業務を承継した法人は， 



 

 卸売業者の地位を承継する。 

３ 第１項または前項の承認を受けようとする者は，次に掲げる事項を 

 記載した申請書に，規則で定める書類を添付して市長に提出しなけれ 

 ばならない。 

 (1) 当事者の氏名および住所（法人である場合にあっては，その名称 

  および代表者の氏名ならびに主たる事務所の所在地） 

 (2) 譲渡しおよび譲受け，合併または分割の方法および条件 

 (3) 譲渡しおよび譲受け，合併または分割の予定年月日 

 (4) 譲渡しおよび譲受け，合併または分割をする理由 

 (5) 合併により消滅する法人または分割前の法人の名称および代表者 

  の氏名ならびに主たる事務所の所在地 

 (6) 合併後存続する法人もしくは合併により設立される法人または分 

  割により市場における卸売の業務を承継する法人の名称および代表 

  者の氏名ならびに主たる事務所の所在地 

４ 第７条の２第３項（第９号に係る部分を除く。）の規定は第１項お 

 よび第２項の承認について，同条第３項（第９号に係る部分に限る。） 

 の規定は第２項の承認（分割の場合に限る。）について準用する。こ 

 の場合において，同条第３項中「第１項の承認の申請」とあるのは「 

 第１２条の３第１項または第２項の承認の申請」と，「同項の承認」 

 とあるのは「これらの承認」と，「申請者」とあるのは「その申請に 

 係る譲受人または合併後存続する法人もしくは合併により設立される 

 法人もしくは分割により市場における卸売の業務を承継する法人」と 

 読み替えるものとする。 

 （卸売業務の相続） 

第12条の４ 卸売業者が死亡した場合において，相続人（相続人が２人 

 以上ある場合において，その協議により当該卸売業者の市場における 

 卸売の業務を承継すべき相続人を定めたときは，その者）が被相続人 

 の行っていた市場における卸売の業務を引き続き営むことについて市 

 長の承認を受けたときは，相続人は，卸売業者の地位を承継する。 

２ 前項の承認を受けようとする者は，次に掲げる事項を記載した申請 



 

 書に，規則で定める書類を添付して，被相続人の死亡の日から起算し 

 て６０日以内に市長に提出しなければならない。 

 (1) 申請者の氏名および住所 

 (2) 被相続人の氏名，死亡時の住所および死亡年月日 

 (3) 相続人の氏名および住所 

 (4) 卸売の業務の開始予定年月日 

３ 相続人が前項の規定による申請をした場合においては，被相続人の 

 死亡の日から承認または不承認の決定を受ける日までの間は，被相続 

 人に対してした第７条の２第１項の承認は，その相続人に対してした 

 ものとみなす。 

４ 第７条の２第３項（第１号から第３号までおよび第５号から第８号 

 までに係る部分に限る。）の規定は，第１項の承認について準用する。 

 この場合において，同条第３項中「第１項の承認の申請」とあるのは， 

 「第１２条の４第１項の承認の申請」と読み替えるものとする。 

 （名称変更等の届出） 

第12条の５ 卸売業者は，次の各号のいずれかに該当するときは，遅滞 

 なく，その旨を市長に届け出なければならない。 

 (1) 氏名，名称もしくは商号または住所（法人である場合にあっては， 

  主たる事務所の所在地）を変更したとき。 

 (2) 卸売の業務を開始し，休止し，または再開したとき。 

 (3) 法人である場合にあっては，定款，資本金もしくは出資の額また 

  は役員を変更したとき。 

２ 卸売業者が死亡し，または解散したときは，当該卸売業者の相続人 

 または清算人は，遅滞なく，その旨を市長に届け出なければならない。 

 （事業報告書の作成等） 

第12条の６ 卸売業者は，事業年度ごとに，法第１３条第５項第５号の 

 表の５の項（２）の事業報告書を作成し，法人である場合にあっては 

 総会の議事録を添付して，当該事業年度経過後９０日以内（市長が別 

 に定める場合にあっては，その期限まで）に，市長に提出しなければ 

 ならない。 



 

２ 卸売業者は，前項の規定による提出の日から起算して１年間，当該 

 事業報告書（出荷者が安定的な決済を確保するために必要な財務に関 

 する情報として卸売市場法施行規則（昭和４６年農林省令第５２号） 

 第２１条第３項で定めるものが記載された部分に限る。）の写しをそ 

 の主たる事務所（法人でない場合にあっては，住所。次項において同 

 じ。）に備え置かなければならない。 

３ 卸売業者は，前項の事業報告書の写しの閲覧の申出があった場合に 

 は，次に掲げる正当な理由がある場合を除き，これをその主たる事務 

 所において閲覧させなければならない。 

 (1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託または販売をする見 

  込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合 

 (2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確 

  認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる 

  場合 

 (3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合 

 第１３条第２項中「規則で定める申請書により市長に申請しなければ」 

を「次に掲げる事項を記載した申請書に，規則で定める書類を添付して 

市長に提出しなければ」に改め，同項に次の各号を加える。 

 (1) 申請者の氏名および住所（法人である場合にあっては，その名称 

  および代表者の氏名ならびに主たる事務所の所在地） 

 (2) 承認を受けようとするせり人の氏名，住所，生年月日および卸売 

  の業務の経験年数 

 第１３条第３項各号列記以外の部分中「前項の規定による」を「第１ 

項の承認の」に，「その」を「同項の」に改め，同項第１号中「破産者 

で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」 

に改め，同項第２号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改め，「または卸売市場法 
 

の規定に違反して罰金の刑に処せられた者」を削り，同項第４号中「卸 

売業務」を「卸売の業務」に改める。 

 第１７条第１項中「規則で定める申請書により市長に申請し，その」 

を「市長の」に改め，同条第２項各号列記以外の部分中「前項の規定に 



 

よる申請があった場合において，当該」を「第１項の承認の」に，「そ 

の」を「同項の」に改め，同項第１号中「破産者で復権を得ないもの」 

を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改め，同項第６号 

中「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第２条第６号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団 

員でなくなった日から５年を経過しない者（以下これらを「暴力団員等」 

という。）」を「暴力団員等」に改め，同項を同条第３項とし，同条第 

１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の承認を受けようとする者は，次に掲げる事項を記載した申請 

 書に，規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。 

 (1) 申請者の氏名および住所（法人である場合にあっては，その名称 

  および代表者の氏名ならびに主たる事務所の所在地） 

 (2) 法人である場合にあっては，資本金または出資の額ならびに役員 

  の氏名，住所，生年月日および役職名 

 第２０条第１項中「第１７条第２項第１号」を「第１７条第３項第１ 

号」に改める。 

 第２１条第３項中「規則で定める申請書により市長に申請しなければ」 

を「次に掲げる事項を記載した申請書に，規則で定める書類を添付して 

市長に提出しなければ」に改め，同項に次の各号を加える。 

 (1) 当事者の氏名および住所（法人である場合にあっては，その名称 

  および代表者の氏名ならびに主たる事務所の所在地） 

 (2) 譲渡しおよび譲受け，合併または分割の方法および条件 

 (3) 譲渡しおよび譲受け，合併または分割の予定年月日 

 (4) 譲渡しおよび譲受け，合併または分割をする理由 

 (5) 合併により消滅する法人または分割前の法人の名称および代表者 

  の氏名ならびに主たる事務所の所在地 

 (6) 合併後存続する法人もしくは合併により設立される法人または分 

  割により市場における仲卸しの業務を承継する法人の名称および代 

  表者の氏名ならびに主たる事務所の所在地 

 第２１条第４項中「第１７条第２項各号（第９号」を「第１７条第３ 



 

項（第９号に係る部分」に，「同条第２項第９号」を「同条第３項（第 

９号に係る部分に限る。）」に，「同条第２項中「前項の規定による」 

を「同条第３項中「第１項の承認の」に，「申請」と，」を「申請」と， 

「同項の承認」とあるのは「これらの承認」と，」に改める。 

 第２２条第２項中「規則で定める申請書により」を「次に掲げる事項 

を記載した申請書に，規則で定める書類を添付して」に，「申請しなけ 

れば」を「提出しなければ」に改め，同項に次の各号を加える。 

 (1) 申請者の氏名および住所 

 (2) 被相続人の氏名，死亡時の住所および死亡年月日 

 (3) 相続人の氏名および住所 

 (4) 仲卸しの業務の開始予定年月日 

 第２２条第４項中「第１７条第２項第１号」を「第１７条第３項（第 

１号」に，「第８号まで」を「第８号までに係る部分に限る。）」に， 

「同条第２項中「前項の規定による」を「同条第３項中「第１項の承認 

の」に，「第２２条第２項の規定による」を「第２２条第１項の承認の」 

に改める。 

 第２３条第１項第１号中「住所」の後ろに「（法人である場合にあっ 

ては，主たる事務所の所在地）」を加える。 

 第２６条第１項中「規則で定める申請書により市長に申請し，その」 

を「市長の」に改め，同条第２項各号列記以外の部分中「前項の規定に 

よる申請があった場合において，当該」を「第１項の承認の」に，「そ 

の」を「同項の」に改め，同項第１号中「破産者で復権を得ないもの」 

を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改め，同項を同条 

第３項とし，同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の承認を受けようとする者は，次に掲げる事項を記載した申請 

 書に，規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。 

 (1) 申請者の氏名および住所（法人である場合にあっては，その名称 

  および代表者の氏名ならびに主たる事務所の所在地） 

 (2) 法人である場合にあっては，資本金または出資の額，役員の氏名 

  ならびに常時売買に参加する者の氏名および住所 



 

 第２７条中「前条第２項第１号」を「前条第３項第１号」に改める。 

 第２８条第１項第１号中「住所」の後ろに「（法人である場合にあっ 

ては，主たる事務所の所在地）」を加える。 

 第２９条第２項中「規則で定める申請書により市長に申請し，その」 

を「市長の」に改め，同条に次の１項を加える。 

３ 前項の登録を受けようとする者は，次に掲げる事項を記載した申請 

 書に，規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。 

 (1) 申請者の氏名および住所（法人である場合にあっては，その名称 

  および代表者の氏名ならびに主たる事務所の所在地） 

 (2) 店舗の所在地および電話番号 

 (3) 市場内の主な取引先 

 (4) 法人である場合にあっては，常時買出しを行う者の氏名および住 

  所 

 第３２条第１項中「規則で定める申請書により市長に申請し，その」 

を「市長の」に改め，同条第２項各号列記以外の部分中「前項の規定に 

よる申請があった場合において，当該」を「第１項の承認の」に，「そ 

の」を「同項の」に改め，同項第１号中「破産者で復権を得ないもの」 

を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改め，同項を同条 

第３項とし，同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の承認を受けようとする者は，次に掲げる事項を記載した申請 

 書に，規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。 

 (1) 申請者の氏名および住所（法人である場合にあっては，その名称 

  および代表者の氏名ならびに主たる事務所の所在地） 

 (2) 関連事業の業種 

 (3) 関連事業の内容 

 (4) 法人である場合にあっては，資本金または出資の額および役員の 

  氏名 

 第３５条第１項中「第３２条第２項第１号」を「第３２条第３項第１ 

号」に改める。 

 第３７条第１項第１号中「住所」の後ろに「（法人である場合にあっ 



 

ては，主たる事務所の所在地）」を加える。 

 第３章中第３８条の前に次の１条を加える。 

 （売買取引の原則） 

第37条の２ 取引参加者は，市場における売買取引を公正かつ効率的に 

 行わなければならない。 

 第３８条の次に次の１条を加える。 

 （売買取引の条件の公表） 

第38条の２ 卸売業者は，次に掲げる事項を卸売場または主たる事務所 

 （法人でない場合にあっては，住所。以下同じ。）の見やすい場所へ 

 の掲示その他の適切な方法により公表しなければならない。 

 (1) 営業日および営業時間 

 (2) 取扱品目 

 (3) 青果物等の引渡しの方法 

 (4) 委託手数料その他の青果物等の卸売に関し出荷者または買受人が 

  負担する費用の種類，内容およびその額 

 (5) 青果物等の卸売に係る販売代金の支払期日および支払方法 

 (6) 奨励金（第５３条第１項に規定する出荷奨励金および第５６条第 

  １項に規定する完納奨励金をいう。第４９条第３項第２号および第 

  ４９条の２第３項において同じ。）の内容およびその額（その交付 

  の基準を含む。） 

 第４０条の次に次の１条を加える。 

 （市場外にある物品の卸売の禁止） 

第40条の２ 卸売業者は，市場における卸売の業務については，その者 

 が第７条の２第１項の承認を受けて卸売の業務を行う市場内にある物 

 品以外の物品の卸売をしてはならない。ただし，次の各号のいずれか 

 に該当する場合は，この限りでない。 

 (1) 市長が指定する場所にある物品の卸売をするとき。 

 (2) 市長が，卸売業者が申請した場所にある物品の卸売をすることま 

  たは電子情報処理組織を使用する取引方法その他の情報通信の技術 

  を利用する取引方法により物品の卸売をすることについて，当該市 



 

  場における効率的な売買取引のために必要であり，かつ，取引の秩 

  序を乱すおそれがないと認めて承認したとき。 

２ 前項第２号の規定による承認を受けた卸売業者は，その承認に係る 

 物品の卸売をしたときは，毎月末日までにその旨を市長に届け出なけ 

 ればならない。 

 第４５条第４項中「その１００分の８に相当する金額」を「消費税お 

よび地方消費税に相当する額」に改める。 

 第４７条第２項第２号中「その１００分の８に相当する金額」を「消 

費税および地方消費税に相当する額」に，「および第３項」を「，第２ 

項および第４項」に改める。 

 第４９条に次の１項を加える。 

３ 卸売業者は，毎月７日までに，次に掲げる事項を市長に報告しなけ 

 ればならない。 

 (1) 前月中に卸売をした物品の市況ならびに卸売をした物品の数量お 

  よび卸売金額（せり売，入札または相対取引に係る金額に消費税お 

  よび地方消費税に相当する額を加えた金額をいう。別表第４におい 

  て同じ。） 

 (2) 前月の委託手数料の種類ごとの受領額および前月の奨励金の種類 

  ごとの交付額（第３８条の２の規定によりその条件を公表した委託 

  手数料および奨励金に係るものに限る。） 

 第４９条の次に次の１条を加える。 

 （卸売業者による卸売予定数量等の公表） 

第49条の２ 卸売業者は，毎開場日，規則で定める時刻までに，当日卸 

 売を予定する物品について，主要な品目ごとの数量および主要な産地 

 を卸売場または主たる事務所の見やすい場所への掲示その他の適切な 

 方法により公表しなければならない。 

２ 卸売業者は，毎開場日，規則で定める時刻までに，次に掲げる事項 

 を卸売場または主たる事務所の見やすい場所への掲示その他の適切な 

 方法により公表しなければならない。 

 (1) 当日卸売をした物品の主要な品目ごとの数量および主要な産地な 



 

  らびに高値，中値および安値に区分した卸売価格 

 (2) 前開場日に卸売された主要な品目の数量およびその卸売価格 

３ 卸売業者は，毎月７日までに，前月の委託手数料の種類ごとの受領 

 額および前月の奨励金の種類ごとの交付額（第３８条の２の規定によ 

 りその条件を公表した委託手数料および奨励金に係るものに限る。） 

 を卸売場または主たる事務所の見やすい場所への掲示その他の適切な 

 方法により公表しなければならない。 

 第５０条の見出しを「（市長による卸売予定数量等の公表）」に改め， 

同条第１項中「前条第１項」を「第４９条第１項」に改め，同条第２項 

中「前条第２項」を「第４９条第２項」に改める。 

 第５１条中「１００分の８に相当する金額」を「消費税および地方消 

費税に相当する額」に改め，同条第２項中「市場内の事務所」を「主た 

る事務所」に改め，同項を同条第３項とし，同条第１項の次に次の１項 

を加える。 

２ 卸売業者は，売買仕切金の送付を，現金，手形，小切手，委託者の 

 預貯金口座への振込み，卸売業者の預貯金口座からの振替その他の方 

 法により行うものとする。 

 第５２条第２項を削り，同条第３項中「第１項」を「前項」に改め， 

同項を同条第２項とする。 

 第５４条第３項中「仲卸業者に対し，買受代金をできるだけ早期に支 

払うよう努めなければならない」を「買受代金の支払について，当該仲 

卸業者との間で約定した期日および方法を遵守するものとする」に改め， 

同項を同条第４項とし，同条第２項中「前項」を「第１項」に改め，同 

項を同条第３項とし，同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 仲卸業者および買受人は，買受代金の支払を，現金，手形，小切手， 

 卸売業者の預貯金口座への振込み，仲卸業者または買受人の預貯金口 

 座からの振替その他の方法により行うものとする。 

 第６８条第２項第１号中「掲げる額」の後ろに「に１００分の１１０ 

を乗じて得た額」を加える。 

 第６章中第７０条の前に次の１条を加える。 



 

 （指導および助言） 

第69条の２ 市長は，市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため 

 必要があると認めるときは，取引参加者に対し，第３章および第４章 

 に定める事項に関して必要な指導および助言をすることができる。 

 第７２条の２中「市長は」の後ろに「，第７条の２第１項，第１２条 

の３第１項もしくは第２項，第１２条の４第１項」を加え，「第１７条 

第２項第６号」を「第７条の２第３項第６号から第８号まで（第１２条

の３第４項および第１２条の４第４項において準用する場合を含む。）， 

第１２条の２第１項，第１７条第３項第６号」に，「第２６条第２項第 

５号」を「第２６条第３項第５号」に，「第３２条第２項第３号」を「 

第３２条第３項第３号」に改める。 

 第７４条第３項中「おける」の後ろに「第５条の２（指定管理者が行 

う許可，承認および指定に係るものに限る。），」を加え，「第５１条 

第２項」を「第５１条第３項」に改める。 

 別表第２中「野菜および果実」を「食料品または農産物」に改める。 

 別表第３第４号中「および調理済冷凍食品」を「，調理済冷凍食品， 

野菜および果樹の種苗その他これらに類する食料品または農産物で市長 

が特に認めるもの」に改める。 

 別表第４中「卸売金額」および「販売金額」の後ろに「（消費税およ 

び地方消費税に相当する額を除く。）」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和２年６月２１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の 

 一部を改正する法律（平成３０年法律第６２号）第１条の規定による 

 改正前の卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第５８条第１項の許 

 可を受けて卸売の業務を函館市青果物地方卸売市場において行ってい 

 る者は，改正後の第７条の２第１項の規定により市長の承認を受けた 

 者とみなす。 



 

３ 前項の規定により改正後の第７条の２第１項の市長の承認を受けた 

 者とみなされたものについては，改正後の第８条および第９条の規定 

 は，適用しない。 

４ 改正後の第６８条第２項および別表第４の規定は，この条例の施行 

 の日以後の使用に係る卸売業者売場および仲卸業者売場の使用料につ 

 いて適用し，同日前の使用に係る卸売業者売場および仲卸業者売場の 

 使用料については，なお従前の例による。 

５ 前３項に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な経過措置 

 は，市長が定める。 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 卸売市場法の一部改正に伴い青果物地方卸売市場の卸売業者等が遵守

すべき事項，取扱品目等に関する規定の整備等をし，売上高割使用料の

算定方法を改め，および規定を整備するため 


